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①工事概要

中央ジャンクション北地中拡幅（北行）工事中央ジャンクション北地中拡幅（南行）工事

２
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工 事
工事
延長

工事概要

中
央
北
側

中央ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ北
地中拡幅（北行）工事

約０．４km
地中拡幅詳細設計 ： １式
地中拡幅工事 ： １式

中央ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ北
地中拡幅（南行）工事

約０．３km
地中拡幅詳細設計 ： １式
地中拡幅工事 ： １式

※ＩＣ・ＪＣＴ名は仮称
ただし大泉ＪＣＴを除く



②工事の経緯（１）
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②工事の経緯（２）
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■契約手続の基本的な流れ

（１）競争参加希望者より申請書及び技術提案書等を提出
（２）技術提案内容に係るヒアリングを実施
（３）ヒアリングの結果を踏まえて、技術提案書の審査・評価を行い優先交渉権者を選定
（４）優先交渉権者と基本協定書及び詳細設計契約を締結
（５）詳細設計の結果に基づき、工事費の内訳書を付した工事費見積書及びその見積条件を記載した

資料の提出を求め、価格等の交渉を実施
（６）価格等の交渉が成立しなかった場合は、次順位の交渉権者と基本協定書の締結及び詳細設計

契約締結を行い、以後価格等の交渉が成立するまで次順位の者と同様の手続を実施
（７）価格等の交渉が成立し、工事に係る見積合せを行った後に、工事の契約の相手方として特定し

工事契約を締結

③契約⼿続きの基本的な流れ
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※東京外環トンネル施工等検討委員会で設計方針・内容を審議



技術提案書の項目 提案内容

技術提案の概要
①地中拡幅形状、工法の概要
②地中拡幅構造の成立性

１．全体計画の理解度
①設計業務に対する理解度
②建設工事に対する理解度
③経済性及び工程計画（計画実現の可能性）

２．発進基地の課題に対する提案能力
及びリスクの想定、対応力

①「発進基地の施工方法」、「円周シールド発進基地の施工時の開口補強の構造を含む、地山の安定性
（地上部への影響を含む）と止水性の確保」に有効な工法等の提案能力

②「円周シールドの発進・到達時の止水対策」に有効な工法等の提案能力
③「発進基地への効率的な物流ルート」及び「発進基地内の物流」に有効な工法・戦略等の提案能力

３．外殻部の課題に対する提案能力
及びリスクの想定、対応力

①「外殻部の施工方法」及び「外殻シールド間の距離」について、地質・地下水等の条件、切り開き時の安
定性、地上部への影響の最小化、施工時の止水性、コスト・工期の観点により検討された有効な工法等
の提案能力

②「外殻シールドの発進・到達時の止水対策」に有効な工法等の提案能力

４．躯体の課題に対する提案能力
及びリスクの想定、対応力

①「躯体の施工方法」、「外殻シールド間の相互の連結における止水対策」及び「地上部への影響の最小
化」に有効な工法等の提案能力

②長期的な健全性の確保のための「躯体のひび割れ抑制」、「躯体の連続性」及び「躯体内部への地下水
の侵入防止対策」に有効な工法等の提案能力

５．褄壁の課題に対する提案能力
及びリスクの想定、対応力

①「褄壁の施工方法・構造」及び「地上部への影響の最小化」について、長期的な健全性の確保、コスト及
び工期の観点により検討された有効な工法等の提案能力

②「褄壁の良好な施工性の確保」に有効な工法等の提案能力

６．工事に伴う地上部への影響の課題に
対する提案能力及びリスクの想定、
対応力

①不規則で複雑な地質構造や高い地下水位に対するリスクを可能な限り把握するために有効なモニタリン
グ計画等の提案能力

②モニタリング計画等を踏まえ非常時に備えた体制及び対応計画等の提案能力

④技術提案書の項目
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■技術提案書の作成にあたっては、「地中拡幅部（中央ＪＣＴ、青梅街道ＩＣ）の工法の考え方まとめ」に
留意すること。



⑤技術提案書の作成（１）
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■技術提案書の主な項目と記載上の注意事項

【設計実施方針】（様式4-3-1）

○本様式には、「業務目的」・「現地条件」・「業務の内容、規模」を踏まえて「課題、不確定要素」を明らかにした上で、それらに応じた「設
計業務の実施方針」・「実施手順」・「実施体制」を記述すること

○なお、課題等を踏まえて実証実験等を行う場合は、その必要性を踏まえた実施方針を記載すること

【工事実施方針】（様式4-3-2）

○本様式には、「工事目的」・「現地条件」・「工事の内容、規模」を踏まえて「課題、不確定要素」を明らかにした上で、それらに応じた「実
施方針」・「施工体制」・「施工手順」を記述すること

【発進基地の課題に関する提案】（様式4-4）

○本様式は、設計図書に基づき以下の項目について記述すること。なお、類似実績、提案内容の適用上の課題、想定される不確定要素、
課題・不確定要素への対応策を含めて記述することが望ましい。
・本線又はランプシールドの切り開き時の構造、施工時の地山の安定性（地上部への影響を含む）、止水性について最も有効な工法等
・円周シールド発進・到達時の止水対策について最も有効な工法等
・効率的な発進基地への物流ルート及び基地内物流について最も有効な工法・戦略等

【外殻部の課題に関する提案】（様式4-5）

○本様式は、設計図書に基づき以下の項目について記述すること。なお、類似実績、提案内容の適用上の課題、想定される不確定要素、
課題・不確定要素への対応策を含めて記述することが望ましい。
・外殻シールド間の距離について、地質・地下水等の条件、切り開き時の地山の安定性、地上部への影響、止水性、コスト、工期等の
観点で最も有効な工法等

・外殻シールド発進・到達時の止水対策について最も有効な工法等



⑤技術提案書の作成（２）
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■技術提案書の主な項目と記載上の注意事項

【躯体の課題に関する提案】（様式4-6）

○本様式は、設計図書に基づき以下の項目について記述すること。なお、類似実績、提案内容の適用上の課題、想定される不確定要素、
課題・不確定要素への対応策を含めて記述することが望ましい。
・外殻シールド間相互の連結時における止水対策、地上部への影響の最小化について最も有効な工法等
・長期的な健全性確保のためのひび割れ抑制、躯体の連続性確保、躯体内部への地下水の浸入防止対策について最も有効な
工法等

【褄壁の課題に関する提案】（様式4-7）

○本様式は、設計図書に基づき以下の項目について記述すること。なお、類似実績、提案内容の適用上の課題、想定される不確定要素、
課題・不確定要素への対応策を含めて記述することが望ましい。
・長期的な健全性の確保、コスト及び工期の観点も踏まえた褄壁の施工法、構造、地上部への影響の最小化について最も有効な
工法等

・良好な施工性の確保について最も有効な工法等

【工事に伴う地上部への影響の課題に関する提案】（様式4-8）

○本様式は、設計図書に基づき以下の項目について記述すること。なお、類似実績、提案内容の適用上の課題、想定される不確定要素、
課題・不確定要素への対応策を含めて記述することが望ましい。
・不規則で複雑な地質構造や高い地下水位に対するリスクを可能な限り把握するための最も有効なモニタリング計画等
・モニタリング計画等に基づく非常時に備えた適切な体制及び対応計画



⑥優先交渉権者の選定方法
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■中央ジャンクション北地中拡幅（南行）工事の優先交渉権者の選定

東京外かく環状道路 中央ジャンクション北地中拡幅（北行）工事（以下「北行工事」という。）及び中央ジャンクション北地中拡幅（南行）工事（以下「南行
工事」という。）は、大深度地下部の透水性の高い帯水層という厳しい地盤条件下で、本線シールドとランプシールドを接合する難工事である。よって、これ
までに前例のない新たな技術を活用した施工方法となる可能性が高いことから、複数の技術について詳細な技術的検討・検証を加え、工事の確実性と安
全性を高める必要がある。
そのため、北行工事で採用された技術提案を踏まえたうえで、本工事の優先交渉権者の選定を行う。
よって、以下の手順により、優先交渉権者を選定する。

① 競争参加希望者のうち契約責任者が競争参加資格があると認めた者から提出された技術提案書等を手続き開始の公示（説明書）4-7.（技術提案
の評価）の評価基準に基づいて評価し、順位を決定する。

② 技術評価点が最上位である者の「外殻部の課題に対する提案能力及びリスクの想定、対応力」（以下「外殻部」という。）及び「躯体の課題に対す
る提案能力及びリスクの想定、対応力」（以下「躯体」という。）の技術提案と北行工事で採用された「外殻部」及び「躯体」の技術提案を比較する。

③ ②の結果、技術評価点が最上位である者の「外殻部」及び「躯体」の技術提案の技術が北行工事で採用された「外殻部」及び「躯体」の技術提案
の技術と同一技術（※注）でない場合は、技術評価点が最上位である者を優先交渉権者に選定する。

④ ②の結果、技術評価点が最上位である者の「外殻部」及び「躯体」の技術提案の技術が北行工事で採用された「外殻部」及び「躯体」の技術提案
の技術と同一技術（※注）である場合は、技術評価点が最上位である者の「外殻部」及び「躯体」の評価項目の評価点と次点である者の「外殻部」
及び「躯体」の評価項目の評価点を比較する。

⑤ ④の結果、最上位である者の「外殻部」及び「躯体」の評価項目の評価点がいずれも次点である者の「外殻部」及び「躯体」の評価項目の評価点を
上回っている場合は、最上位である者を優先交渉権者に選定する。

⑥ ④の結果、最上位である者の「外殻部」及び「躯体」の評価項目の評価点がいずれか一方でも次点である者の「外殻部」及び「躯体」の評価項目の
評価点を上回っていない場合は、次点である者を優先交渉権者に選定する。

※同一技術とは、「外殻部」の技術提案に係る技術のうち、「外殻部の施工方法のうち外殻シールドの施工方向」、「外殻シールド間の距離」及び「外殻シー
ルドの発進・到達時の止水工法」と、「躯体」の技術提案に係る技術のうち、「躯体の構造」、「躯体の施工方法のうち躯体の構築方法」及び「外殻シールド間
の相互の連結における止水工法」が、すべての項目において同一の技術である場合をいう。

優先交渉権者に選定された者に対しては、選定された旨速やかに通知する。また、非選定とされた者に対しては、非選定とされた旨とその理由を、それ以
外の者に対しては、次順位以降の交渉権者として選定された旨速やかに通知する。

非選定通知を受けた者は、契約責任者に対して非選定理由について説明請求をすることができる。
なお、説明請求に係る事項については、当該優先交渉権者・交渉権者の選定及び非選定の確認結果通知において示す。



⑦価格等の交渉の流れ
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(1) 価格等の交渉とは、契約責任者及び優先交渉権者が、設計業務を踏まえて作成する設計の内容や成果物に
基づき、工事費の見積りの内容その他の建設工事の契約締結に必要な条件等について協議し、合意を目指す
プロセスである。

(2) 優先交渉権者は、設計成果物に基づき、工事費の内訳書を付した工事費見積書及びその見積条件を記載し
た資料（以下「工事費見積書等」という。）を作成し、契約責任者に提出する。

(3) 契約責任者は、優先交渉権者に対し、上記(2)により、工事費見積書等の提出を求めるにあたっては、その旨

を書面にて事前に通知する。

(4) 契約責任者及び優先交渉権者は、設計業務に関する協議の過程で確認された事項や設計の内容や成果物
等に基づき価格等の交渉を行う。この場合において、参考額と全体工事費や工事費見積書等の見積額との間
に著しい乖離があり、その内容の妥当性が認められない場合など、見積条件等を見直す必要がある場合には
それぞれ見直しを行う。

（5） 上記（4）により見直しを行った場合は、優先交渉権者は、交渉の結果を踏まえた工事費見積書等を提出し、
契約責任者及び優先交渉権者は、改めて(4)に基づく交渉を行う。

（6） 上記（4）（5）に基づく交渉の結果、参考額と工事費見積書等の見積額が著しく乖離していない場合又は乖離

しているがその内容の妥当性や必要性が認められる場合、かつ、各工種の直接工事費が積算基準等と著しく
乖離していない場合又は乖離しているがその根拠として信頼性のある資料の提示がある場合、その他建設工
事の契約締結に必要な条件等に照らして問題がない場合は、価格等の交渉が成立する。

（7） 上記（6）の価格等の交渉が成立した場合は、優先交渉権者は、契約責任者に最終工事費見積書及び最終

工事費内訳書（以下「最終工事費見積書等」という。）を提出するものとする。

（8） 上記（6）の成立に至らなかった場合は、価格等の交渉を不成立とする。



⑧工事における支払方式
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 工事における支払方式は、契約金額の透明性や妥当性を確保する方策として「施工確認型支払方
式」を策定した。「施工確認型支払方式」とは、受発注者ともに未知・未経験の工事であることから契
約時に標準的な工事価格の算出が困難な契約単価に関して、工事の施工中に資機材等の購入実
績や施工歩掛等の施工実態を受発注者双方で確認し、その施工確認の結果に基づき支払を実施
する方式をいう。この「施工確認型支払方式」は、従来の総価単価契約の利点を活かしつつ、施工確
認することにより施工内容に関する透明性を確保し、施工確認結果に基づき支払を実施することに
より契約金額に関する妥当性を確保する、という特徴を有している。

 施工確認では、単価表の合計金額（目的物工事費及び割掛工事費）を対象にして、施工確認に係る
計画書に基づき、計画的かつ効率的に確認する。また、現場の施工実態は、日常的な立会検査を活
用して効率的に確認し、書類は既存の施工計画書や施工体制台帳等を活用して確認に要する負担
を軽減するとともに、資材購入伝票等の証憑書類も確認することで透明性も確保する。



⑨施工確認型支払方式の⼿続きフロー
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⑩質問と回答
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 本日の質疑応答は、技術提案書等の資料作成説明の内容に関するもののみとする。

 技術提案書等の資料作成説明における質問も含め、本工事に関する質問については、手続き開始
の公示（説明書） 6-2.質問の受付に示すとおり、質問書面を提出すること。

 質問及び回答の掲載箇所
東日本高速道路のホームページ（「入札公告・契約情報検索」内の「本契約件名」の「備考」）
⇒http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/public_notice/search_service/


